
い
ず
み

福
島

・
泉

廃

寺

跡

Ｃ

奥
国
行
方
郡
包

１
　
所
在
地
　
　
　
福
島
県
原
町
市
泉
字
寺
家
前

・
町
池
外

２
　
調
査
期
間
　
　
第

一
六
次
調
査
　
一
一〇
〇

一
年

（平
１３
）
二
月
１
七
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
原
町
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
喜
川　
淑
人

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衛
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良

・
平
安
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

泉
廃
寺
跡
は
阿
武
限
高
地
か
ら
太
平
洋
に
向
か
っ
て
流
れ
る
新
田
川
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
河
岸
段
丘
北
岸
の
縁
辺
に
位
置
す
る
。
発
掘
調
査
は

一
九
九
四

年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で
に

一

七
次
の
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い

る
。
調
査
の
結
果
、
寺
院
で
は

な
く
、
陸
奥
国
行
方
郡
衝
跡
と

推
定
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
。

こ
れ
ま
で
の
調
査
で
は
郡
庁

院

。
正
倉
院

・
館
院

・
逗
河
状

遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
郡

庁
院
は
院
の
主
軸
方
位
が
真
北

方
位
よ
り
東
に
約

一
六
度
偏
す
る
Ｉ
期

（七
世
紀
後
半
）、
真
北
方
位
を
向
く
Ｈ

（八
世
紀
）

・
Ⅲ
期

（八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
）
か
ら
な
る
。
Ｉ
期
は
東
西
四

二

・
八
ｍ
南
北
四
九

・
八
ｍ
の
柱
列
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
、
区
画
内
部
に
四
間

×
二
間
の
正
殿
、
柱
列
の
東
西
辺
に
は
人
間
×
二
間
の
脇
殿
、
南
北
辺
に
は
七

間
×
二
間
の
前
殿

・
後
殿
が
配
置
さ
れ
る
。
Ⅱ
期
は
Ｉ
期
の
建
物
配
置
を
踏
襲

し
た
ま
ま
院
の
主
軸
方
位
を
真
北
方
位
に
揃
え
る
時
期
で
あ
る
。
ま
た
Ⅱ
期
は

ａ
・
ｂ
の
二
期
に
細
分
さ
れ
、
Ⅱ
ｂ
期
の
正
殿
は
建
物
の
四
面
に
廂
を
付
属
す

る
。
Ⅲ
期
は
上
述
の
Ｉ
期

・
Ⅱ
期
の
建
物
配
置
を
大
き
く
改
変
す
る
時
期
で
、

東
西
五
四

。
九
ｍ
南
北
六
人

。
一
ｍ
の
柱
列
区
画
内
部
に
五
間
×
三
間
の
正
殿
、

独
立
し
た
三
―
五
間
×
二
間
の
脇
殿
、　
一
〇
間
×
二
間
の
後
殿
を
配
置
す
る
。

こ
の
郡
庁
院
の
西
側
に
は
正
倉
院
が
位
置
し
、
更
に
正
倉
院
の
西
側
に
は
館
院

が
位
置
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
郡
庁
院
の
南
西
に
は
逗
河
施
設
、

(大 甕)

刀

年
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東
側
に
は
郡
寺
が
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
陸
奥
国
行
方
郡
衛
跡
と
し

て
の
様
相
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

第

一
六
次
調
査
は
遺
跡
の
ほ
ぼ
中
央
の
、
正
倉
院
と
考
え
ら
れ
る
地
区
の
調

査
で
あ
る
。
調
査
で
は
新
旧
二
時
期
の
区
画
溝
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
古
い
時

期
の
区
画
溝
を
第

一
区
画
溝
、
新
し
い
時
期
の
溝
を
第
二
区
画
溝
と
し
た
。
こ

れ
ら
の
区
画
溝
は
北
を
向
く
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
上
述
の
郡
庁
院
Ⅱ

・
Ⅲ
期

に
対
応
す
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
遺
構
と
し
て
は
区
画
溝
の
ほ
か
に
、
礎

石
建
物
跡
、
柱
列
、
廃
棄
土
坑
な
ど
が
検
出
さ
れ
、
遺
物
と
し
て
は
、
瓦
、
土

師
器
、
須
恵
器
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。

木
簡
は
第

一
区
画
溝
か
ら

一
点
出
土
し
た
。
こ
の
第

一
区
画
溝
は
上
幅
四

・

五
ｍ
下
幅

一
ｍ
深
さ

一
。
一
ｍ
を
計
測
し
、
人
為
的
に
埋
め
戻
さ
れ
て
い
る
。

木
簡
は
こ
の
埋
土
下
の
自
然
堆
積
土
に
包
含
さ
れ
て
お
り
、
ほ
ぼ
底
面
直
上
か

ら
の
出
土
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第

一
区
画
溝
が
機
能
し
て
い
る
段
階
で
投

棄
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
他
に
、
同
じ
層
か
ら
木
簡
状
木
製
品

一
点
が

出
土
し
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

〔合
　
拾
津
力
〕

い

　

「□
　
□
□
　
『□
丞
対
￥
□
』
　
　
　
　
（Ｐじ

Ｘ
こ

益

ｏ解

下
端
と
右
側
面
は
欠
損
し
て
い
る
が
、
上
端
と
左
側
面
は
原
形
を
留
め
る
。

墨
書
の
状
況
か
ら
縦
方
向
に
半
裁
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
天
地
両
方
向
か
ら

文
字
が
書
か
れ
て
い
る
。
墨
の
濃
淡
に
差
が
見
ら
れ
、
削
り
痕
跡
か
ら
も

一
度

用
済
み
に
な
っ
た
あ
と
、
表
面
を
削
り
再
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

上
部
に
残
存
し
て
い
る
墨
書
は
比
較
的
濃
い
。　
一
字
目
と
二
字
目
の
間
に
は

若
干
の
空
白
が
見
ら
れ
る
。
大
字
の
数
字
で
何
ら
か
の
合
計
を
記
し
た
記
録
簡

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
が
二
次
的
な
墨
書
と
思
わ
れ
る
。

下
部
は
上
部
の
墨
書
に
比
べ
て
墨
の
残
り
が
悪
い
。
二
次
利
用
の
際
に
表
面

を
削
ら
れ
た
た
め
、
墨
痕
が
薄
く
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「大
伴
マ
」

の
記
載
か
ら
、
本
木
衛
の
製
作
年
代
を
大
伴
氏
が
伴
氏
に
改
姓
す
る
人
三
三
年

以
前
に
求
め
ら
れ
、
遺
構
の
年
代
観
と
も
合
致
す
る
。

本
木
簡
の
釈
文

・
解
釈
に
つ
い
て
は
米
沢
女
子
短
期
大
学
の
三
上
喜
孝
氏
か

ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

９
　
関
係
文
献

原
町
市
教
育
委
員
会

「泉
廃
寺
跡
第

一
六
次
調
査
」
亀
原
町
市
内
遺
跡
発
掘

調
査
報
告
書
七
』
二
〇
〇
二
年
）

釜
匹　
淑
人
）




